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●
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
●

免
許
試
験
合
格
後
、
免
許
申
請
を
行
う
際
に
添
付
す
る
「
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
」
は
要
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

1

普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
（
設
備
管
理
・
運
転
系
ボ
イ
ラ
ー
運
転
科
）
を
修
了

し
た
者
（
通
信
に
よ
る
訓
練
を
除
く
。）

○
　
修
了
証
の
写

5

○
　
実
務
経
験
従
事
証
明
書
（
原
本
）

○
　
換
算
す
る
場
合
は
、
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
証
（
写
し
の
場
合
は
、
原
本

　
　
確
認
さ
れ
た
も
の
）

　
　
又
は
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
修
了
証
の
写

○
　
実
務
経
験
従
事
証
明
書
（
原
本
）

○
　
換
算
す
る
場
合
は
、
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
証
（
写
し
の
場
合
は
、
原
本

　
　
確
認
さ
れ
た
も
の
）

　
　
又
は
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
修
了
証
の
写

32 4

短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
（
ボ
イ
ラ
ー
運
転
科
）
を
修
了
し
た
者
（
通
信
に
よ

る
訓
練
を
除
く
。）

○
　
修
了
証
の
写

6ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

【
注
】　
①
　
免
許
試
験
合
格
通
知
書
の
備
考
欄
に
「
法
令
改
正
前
の
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
済
み
。」
と
印
書
さ
れ
て
い
れ
ば
、
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
上
記
5
, 6
関
係
） 

　
　
　
③
　「
実
務
経
験
従
事
証
明
書
」
の
様
式
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
又
は
都
道
府
県
労
働
局
に
て
入
手
で
き
ま
す
。
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/）

　
　
　
※
１
　
上
記
の
ほ
か
、
平
成
2
4
年
3
月
3
1
日
ま
で
に
受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
安
全
衛
生
技
術
セ
ン
タ
ー
に
提
出
済
で
あ
れ
ば
、
免
許
試
験
合
格
通
知
書
の
備
考
欄
に
「
法
令
改
正
前
の
受
験
資
格
を
有

す
る
こ
と
を
確
認
済
み
。」
と
印
書
さ
れ
、
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
※
２
　
小
規
模
ボ
イ
ラ
ー
：
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
2
0
条
第
5
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
い
た
も
の

　
　
　
　
　
　
小
規
模
第
一
種
圧
力
容
器
：
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
6
条
第
1
7
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
う
ち
小
型
圧
力
容
器
を
除
い
た
も
の

　
　
　
②
　「
原
本
確
認
」
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
又
は
都
道
府
県
労
働
局
に
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。

要
　
　
件

具
体
的
な
書
類

【
 注
 】

②
③ ③

②

③③

①①

ボ
イ
ラ
ー（
小
型
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
規
模
ボ
イ
ラ
ー
※
２
を
除
く
。）
の
整
備
の
補
助

の
業
務
に
6
か
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

※
ボ
イ
ラ
ー
技
士
又
は
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
等
を
修
了
し
た
者
が
、自
己
の
取
り
扱
う
ボ
イ
ラ
ー

の
整
備
の
業
務
又
は
整
備
の
補
助
の
業
務
を
自
ら
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、取
扱
経
験
１
年
を
２
か

月
に
換
算

第
一
種
圧
力
容
器（
小
型
圧
力
容
器
及
び
小
規
模
第
一
種
圧
力
容
器
※
２
を
除
く
。）

の
整
備
の
補
助
の
業
務
に
６
か
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

※
ボ
イ
ラ
ー
技
士
又
は
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
等
を
修
了
し
た
者
が
、自
己
の
取
り
扱
う
第
一
種
圧

力
容
器
の
整
備
の
業
務
又
は
整
備
の
補
助
の
業
務
を
自
ら
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、取
扱
経
験
１
年

を
２
か
月
に
換
算

小
規
模
ボ
イ
ラ
ー
※
２
の
整
備
の
業
務
に
６
か
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

※
ボ
イ
ラ
ー
技
士
又
は
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
等
を
修
了
し
た
者
が
、自
己
の
取
り
扱
う
ボ
イ
ラ
ー

の
整
備
の
業
務
又
は
整
備
の
補
助
の
業
務
を
自
ら
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、取
扱
経
験
１
年
を
２
か

月
に
換
算

小
規
模
第
一
種
圧
力
容
器
※
２
の
整
備
の
業
務
に
６
か
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
者

※
ボ
イ
ラ
ー
技
士
又
は
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
等
を
修
了
し
た
者
が
、自
己
の
取
り
扱
う
第
一
種
圧

力
容
器
の
整
備
の
業
務
又
は
整
備
の
補
助
の
業
務
を
自
ら
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、取
扱
経
験
１
年

を
２
か
月
に
換
算

○
　
実
務
経
験
従
事
証
明
書
（
原
本
）

○
　
換
算
す
る
場
合
は
、
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
証
（
写
し
の
場
合
は
、
原
本

　
　
確
認
さ
れ
た
も
の
）

　
　
又
は
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
修
了
証
の
写

○
　
実
務
経
験
従
事
証
明
書
（
原
本
）

○
　
換
算
す
る
場
合
は
、
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
証
（
写
し
の
場
合
は
、
原
本

　
　
確
認
さ
れ
た
も
の
）

　
　
又
は
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
修
了
証
の
写
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